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巻末付録「食品衛生法（抄）」にて下記の通り誤りがありましたので，訂正いたします。

誤 正

p.196　23行 第九条　第二号 二　第十条に規定する食品 二　第十二条に規定する食品

p.196　24行 第九条　第三号 三　第十一条第一項の規定により…… 三　第十三条第一項の規定により……

p.196　25行 第九条　第四号 四　第十一条第一項の規定により…… 四　第十三条第一項の規定により……

p.196　26行 第九条　第五号 五　第十一条第三項に規定する食品 五　第十三条第三項に規定する食品

p.197
下から12行

第十九条
　第二項

②　前項の規定により表示につき基準が
定められた食品，添加物，器具及び容器包装は，…
…

②　前項の規定により表示につき基準が
定められた器具及び容器包装は，……

「食品，添加物，」
を削除

p.198
32行

第二十四条
　第二項　第三号

三　監視指導の実施に当たつての国，
他の都道府県等その他関係行政機関との連携……

三　監視指導の実施に当たつての国，
他の都道府県等その他関係機関との連携……

「行政」
を削除

p.199
35行

第四十八条
　第六項　第二号

二　……
（当該課程を修めて国法に基づく専門職大学の……）

二　……
（当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の……）
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